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北九州市自治基本条例に基づく市政運営の実施状況一覧 

 

条文 条文の意図 市の取組内容 所管課 

【前 文】 

誇りを持って、ここ北九州市で暮らし、生きていきたい。 
このまちの良さを守り、慈(いつく)しみ、子どもたちに伝えていきたい。 
私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政が

それぞれの役割を認識し、互いに生かし合い、私たち自身の手で市民に

よる自治を実践することが重要です。 
私たちのまち北九州市は、ものづくりのまちとして、多くの人々の英

知に支えられ発展してきました。また、市民、議会、行政が一体となっ

て公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市として今日に至っています。 
私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築いて

いきます。そして、近隣自治体と共生しながら、未来につなぐ私たちの

思いを、アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信していきます。 
ここに本市の自治の礎(いしずえ)となる北九州市自治基本条例を定め、

自治の理念と原則を宣言します。 
 

 
○条例制定の趣旨や決意を述べる前文を置いている。 
 
○検討委員会の市民委員を中心に作成。 
最終報告案に込められた委員の思いを尊重。 
また、「自治は一日一日の実践が大事」との意を込めて、１年の日数

である３６５文字で表現。 

 
 

 
 
 

第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の意思に基づく自

立した市政運営を確立すること及び市民が安心して暮らすことができ

る地域社会を実現することの緊要性にかんがみ、北九州市における自

治の基本理念及び基本原則を定め、自治を担(にな)う市民の権利及び責

務並びに議会、議員及び市長等の役割及び責務を明らかにするととも

に、市政運営の基本原則、市政への市民参画その他自治に関する基本

的事項を定めることにより、市民の意思を適切に反映させた公正かつ

誠実な市政運営の実現、市民の主体的な関与及び市民相互の連携によ

る良好な地域社会の維持形成等を図り、もって本市における市民を主

体にした自治（以下「市民自治」という。）の確立に寄与することを目

的とする。 

 
 
○条例は、市民を主体とした自治（市民自治）の確立に寄与すること

を目的とし、市民自治の確立に当たっての基本理念や自治の基本原

則を定め、自治に関する市民の権利や責務、議会・議員、市長等の

役割や責務を明示。 
 
○また、市政運営の基本原則や市政への市民参画、コミュニティ活動

のあり方などの自治に関する基本的事項を定め、その上で、市民の

意思を適切に反映させた公正で誠実な市政運営を実現することや市

民自身が主体的にかかわり、市民相互間の連携による地域社会の維

持形成等を図ることとしている。 

 

 

① 条例に対する理解を深める取り組み 

＜市民向け＞ 
・市政だよりの特集の実施（平成２２年度） 
・パンフレットの配布（平成２２年度～） 

  ※前回答申を受けて、より市民参画について解説したものに改訂 
・「地域の‘ちから’報告会」の開催（平成２７年度～） 

 ・北九州市立大学への出前講演（平成２８年度～） 
  （入学式 及び 授業での講演） 
 
＜職員向け＞ 
・全幹部職員研修（平成２２年度） 
・全係長研修（平成２３年度） 
・新採研修、新任市民センター館長研修（毎年） 
・逐条解説書の配布（平成２２年度～） 
・ライフプランセミナー（平成２７年度～） 
 

＜自治基本条例の認知度＞ 

〇自治基本条例を知っていますか。   

項目 人数 割合（％） 

１ 内容をよく知っている ７ ０．７ 

２ どのようなものか、ある程度知っている ９６ ９．１ 

３ 名称は知っている ２１８ ２０．７ 

４ 知らない ７１９ ６８．３ 

無回答 １３ １．２ 

                  計 １，０５３ １００．０ 

※平成３０年度 市民意識調査「市民主体のまちづくりについて」 

実施時期：平成３０年６月 

 

 

 
①総務局 総務課 

資料６-２ 
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（条例の位置付け） 

第２条 市は、他の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たっては、

この条例の趣旨を尊重し、この条例で定める事項との整合性の確保を

図るものとする。本市の基本構想その他計画を策定し、これらに基づ

く施策及び事業を実施し、又は法令等（法令、条例、規則その他の規

程をいう。第８条において同じ。）を執行する場合も、同様とする。 

 
○条例は、本市の自治運営における最も基本的なルールであり、他の

条例等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条

例との整合性の確保を図ることを規定。 
基本構想や行政分野全般に係る計画の策定、これらの計画に基づく

施策等の実施、法令等を執行する際にも、この条例の趣旨を尊重し、

整合性の確保を図ると規定。 
 
○この条例と他の条例との関係は、国における基本法と個別法の関係

と同様であり、他の条例の解釈、運用の指針となる条例として位置

付けられるもの。 
 

  

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 
（１） 市民 市内に住所を有する者（以下「住民」という。）、市内の

事業所若(も)しくは事務所に勤務する者、市内の学校に在学する者、市

内に不動産を所有する者又は市内で事業活動その他まちづくりに関す

る活動を行う者若(も)しくは団体をいう。 
（２） 市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。 
（３） コミュニティ 自治会等の地縁による団体、市民が共生する地

域社会の実現に資すると認められる特定非営利活動法人その他これら

に類する団体をいう。 

 
○条例で用いる重要な用語を定義。 
まちづくりには、市内に居住する住民だけでなく、様々な形で北九

州市にかかわる人々の力を結集していくことが必要であり、「市民」

を広く定義。 
 
○住民に加え、市内の事業所等に勤務する者や市内の学校に在学する

者、市内で事業活動や、まちづくり活動を行う者、防犯・防災の観

点から、市内に不動産を所有する個人や法人も市民に含めている。 
 
○市長をはじめとして地方自治法上に規定される執行機関（市長、教

育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会、

固定資産評価審査委員会）、地方公営企業の管理者（本市では上下水

道、交通、公営競技）をその範囲と規定。 
 
○地域のまちづくりにおいて重要な役割を果たす様々な団体をコミュ

ニティとして定義。具体的には、自治会等の地縁団体や、特定非営

利活動法人（ＮＰＯ法人）、自治会、社会福祉協議会等で構成する「ま

ちづくり協議会」を挙げている。また、同様の目的で活動するサー

クルなども「その他これらに類する団体」としてとらえ、コミュニ

ティを広く定義。 
 

  

（基本理念） 

第４条 本市の自治は、地方自治の本旨に基づき、自分たちのまちのこ

とは、自分たちで考え、決定していくということを基本理念とする。 
２ 前項の基本理念に基づくまちづくりの推進は、人が大切にされるま

ち（すべての市民が年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分又は

門地等にかかわりなく人として尊重されるまちをいう。以下同じ。）を

実現することを旨(むね)として行われなければならない。 

 
○自治の基本理念を定めるもの。地方自治の本旨とされている「住民

自治」及び「団体自治」に基づき、本市においては、自主的、自立

的に自治を行っていくということを表現。 
 
○この基本理念に基づくまちづくりに当たっては、すべての市民が人

として尊重される「人が大切にされるまち」を実現することを旨(む
ね)として行わなければならないことを明記。 

 

  

（自治の基本原則） 

第５条 本市における自治は、市民自治を基本として行われるものとす

る。 
２ 市政は、住民の信託に基づき行われるものとする。 
３ 市民及び市は、市政に関する情報を共有するものとする。 
４ 市民及び市は、自治を担(にな)う人材の育成に努めるものとする。 
５ 市は、市政運営において国及び福岡県と対等な関係に立ち、地方公

共団体としての自主性及び自立性を確保するものとする。 

 
○自治の基本原則を定めるもの。 
第一に、本市の自治は、市民自治（市民が主体となった自治）を基

本として行われることを大原則として規定。 
○第二に、市政は住民からの信託に基づき行われるということを原則

として規定。 
○第三に、自治の主体である市民と市政を運営する市は、市政に関す

る情報を共有することを原則として規定。 
○第四に、市民自治の確立を図るためには、自治を担(にな)う人材の育

成に努めることを原則として規定。 
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○第五に、地方分権改革を踏まえ、市は、国及び福岡県と対等な関係

に立って、自主性及び自立性を確保することを原則として規定。 
 

第２章 市民 

（市民の権利） 

第６条 市民は、人として等しく尊重され、幸福な生活を追求する権利

を有する。 
２ 市民は、市が保有する情報を知る権利を有し、これにより得た情報

を活用することができるとともに、自らの知識及び経験により得た情

報を市に提供することができる。 

 
○自治における市民の権利として、基本理念を踏まえ、人として等し

く尊重される権利を定めるとともに、日本国憲法の第１３条に定め

られている包括的基本権である幸福追求権について確認的に規定。 
 
○市政に関する情報共有を実現するため、市民が市の保有する情報を

知る権利を有し、これを活用することができるだけでなく、市民自

らが得た情報を市に提供できることを規定。 
 

  

（子どもの自治へのかかわり） 

第７条 子どもは、自治の主体として、それぞれの年齢に応じて自治を

担(にな)うことができる。 
２ 子どもは、自治の主体であることを自覚しながら成長できる環境を

与えられなければならない。 

 
○子どもに特有の自治へのかかわりを規定。 
子どもたちは、年齢に応じて自治の主体としての役割を果たすこと

ができることを規定。 
 
○子どもたちが、自治する力を発揮できる人材へと成長するためにふ

さわしい環境が与えられることを大人の責務として規定。 
 
 
 

 
①「北九州市自治基本条例」中学生向け副読本の作成 

本市のまちづくりの基本ルールである「自治基本条例」を子どもたちに知って

もらうため、中学３年生向けの副読本を作成配付し、公民の学習の際に使用して

いる。 
※前回答申をふまえ、親子で自治について考えられる内容に改訂（H28） 
 
＜配付部数＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 10,000部 10,000部 9,700部 9,500部 9,000部 

 
 

 
①総務局 総務課 

（市民の責務） 

第８条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、人が大切にさ

れるまちを実現するため、互いの人権を尊重するものとする。 
２ 市民は、自治の主体として発言をし、又は行動するに当たっては、

その発言及び行動に責任を持つものとする。 
３ 市民は、法令等の定めるところにより、市政運営に伴う負担を分任

する責務を有する。 

 
○市民自らが自治の主体であることを自覚しながら、「人が大切にされ

るまち」の実現（基本理念 第４条第２項）にのっとり、互いの人権

を尊重することを規定。 
 
○市民が自治の主体として行う発言と行動は、最大限尊重されるもの

であるが、同時に公的な発言や行動には責任を伴うものであること

を規定。 
 
○市民は、市政の運営に係る経費（地方税等）について、法令や条例

等の規定に基づき、負担することを規定。 
 

  

（事業者の責務） 

第９条 事業者（市内で事業活動を行うものをいう。）は、その社会的責

任を認識し、市民が共生する地域社会の維持及び発展に寄与するよう

努めるものとする。 

 
○市民である事業者について、特に事業活動に伴って地域社会に与え

る影響や企業の社会的責任が近年重視されていることを踏まえ、活

動に当たって市民が共生する地域社会の維持、発展に寄与するよう

努める責務を規定。 

 

① 有資格業者の登録における社会的責任・社会貢献の評価の実施 

社会貢献企業の優遇措置の一環として、子育て支援・男女共同参画、ＩＳＯ、

障害者雇用及び防災関係の分野で社会に貢献していると認められる企業に対し

て、建設工事及び物品等供給契約の入札参加資格審査における格付の際に加点評

価を実施。 
 
② 企業等との連携 

・ライフライン、物流、物資提供など災害時における応援等の協定 
 ・地産品を活用した商品開発・販売など、コンビニチェーン等との地域活性化

包括連携協定 
 ・産業振興分野に関する金融機関との連携協定 
・共同研究や人材育成など国立大学法人や研究機関との連携協定 

 ・高齢者など支援を必要としている人が社会的に孤立することがないよう 

地域全体で見守るため、住民や地域団体、民間企業、行政、関係機関で 

連携（いのちをつなぐネットワーク） 

 

 
①技術監理局 契約制度課 
 
 
 
 
 
②関係各課 
建設局 道路維持課 
建設局 道路計画課 
企画調整局 政策調整課 
産業経済局 産業政策課 
産業経済局 新産業振興課 
保健福祉局 地域福祉推進課 
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③ 企業等におけるワーク・ライフ・バランス推進の支援 

「北九州市女性活躍・ワークライフバランス推進協議会」（H20.12設立、H28.10

改組）や「北九州イクボス同盟」（H29.8.31設立）を中心に、企業等の取組み支

援などを行うとともに、企業や地域での様々な活動と連携しながら仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進を図っている。 

 

＜女性活躍・ワークライフバランス表彰者（社）数（延べ数）＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 50 54 60 64 68 

 

④ 北九州の企業人による小学校応援団 

企業のもつ人材や経営のノウハウなどを活かすため、地元企業を中心とした

「北九州の企業人による小学校応援団」と連携しながら、学校支援を行う仕組み

づくりを実施。  
・児童への出前授業、体験学習支援 
・教職員の研修支援 
・ＰＴＡ人材確保・活動支援 
・親学支援 
 

③総務局 女性活躍推進課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④教育委員会 指導第二課 
 
 
 

第３章 議会 

（議会の基本的役割） 

第１０条 議会は、住民の代表機関として、市政上の重要な意思を決定

する機関及び執行機関を監視する機関としての役割を果たすととも

に、政策の立案に積極的に努めるものとする。 

 
 
○議会の基本的役割を確認的に規定。 
 
○議会が、住民を代表し、市政上の重要な意思決定をする機関として、

また市長と適切な緊張関係を保ちながら執行機関を監視する機関と

しての役割を果たすとともに、条例案の作成等の政策立案に努める

ことを基本的役割として規定。 
 

 
① 定例会等の開催、請願・陳情の処理、意見書の発出 

・定例会等の開催 

法令に基づき、条例で定める回数（年４回）定例会が招集され、また、必要

な場合、その事件に限り、臨時会を招集。 

・請願・陳情の処理 

市民が市政に関する要望を議会に訴え、実現を願う方法として、請願・陳情

を受付け。 

・意見書の発出 

法令に基づき、市の公益に関する事件につき、国又は関係行政庁に意見書を

提出。 

 

② 北九州市議会基本条例の制定 

市民との協働による開かれた議会を実現するため、議会や議員の役割及び活動

原則、議会と執行機関との関係及び議会と市民との関係等を明らかにする議会基

本条例を制定（H23.10.1施行）。 

 
③ 議員提案による条例の制定 

立法機能を有する議会として、政策条例の議員提案を行っている。 

・北九州市中小企業振興条例（平成２６年１２月８日議決） 

・北九州市子ども読書活動推進条例（平成２７年６月２６日議決） 

・北九州市官民データ活用推進基本条例（平成２９年１２月８日議決） 

・北九州市子どもを虐待から守る条例（平成３０年１２月１２日議決） 

 

④ 議会改革協議会の開催 

 前任期は平成25～27年で15回開催。 

【協議事項】 

・議員定数  ・行政区・選挙区再編の是非等  ・議員報酬 

・費用弁償  ・常任委員会のあり方、他 

今任期は平成29～31年で9回開催。 

 

【協議事項】 

・議会活動の効率化、議場整備  ・選挙公報の発行  

・議会活動の広報強化  ・政務活動費支出の透明性の向上 

 
①市議会事務局 議事課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②市議会事務局 政策調査課 
 
 
 
 
③市議会事務局 政策調査課 
 
 
 
 
 
 
④市議会事務局 政策調査課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（議会運営） 

第１１条 議会は、市政に関する市民の意思を的確に把握し、議会運営

に適切に反映するものとする。 
２ 議会は、議会活動に関し市民に説明する責務を果たすため、開かれ

た議会運営を行うよう努める。 

 
○議会運営の基本的なあり方を規定。議会運営に当たり、市政に関す

る市民の意思を的確に把握し、議会運営に適切に反映する責務を規

定。 
 
○情報共有の原則に基づき、議会の活動内容について市民に説明する

責務を果たすため、開かれた議会運営を行うよう努めることを規定。 
 

（議員の責務） 

第１２条 議員は、住民の信託にこたえるために、市政に関する市民の

意思を的確に把握し、市政全般に配慮しながら、公正かつ誠実に職務

を遂行する責務を有する。 
２ 議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における審議及び政策

の立案活動の充実に努める。 
３ 議員は、開かれた議会運営の実現に努める。 

 
○住民の信託にこたえるために、市政に関する市民の意思を的確に把

握し、市政全般に配慮しながら、議員としての職務を公正かつ誠実

に果たすことを議員の責務として規定。 
 
○議員は、自ら積極的に調査研究活動や市政に関する市民意思の把握

に関する活動を行うことにより、議会における審議や政策立案活動

の充実に努めることを規定。 
 
○議員それぞれが開かれた議会運営の実現に努めることを規定。 
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⑤「カフェトーク in 北九州～議員とまちを語ろう～」等の開催 

ア カフェトーク in 北九州～議員とまちを語ろう～ 

 市民との協働による開かれた議会の実現のため、平成30 年度の試行実施を経

て、平成31年度以降、本格実施する。 

 

＜参加者数＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 ― ― ― ― 800人 

 

イ 報告会の開催 

 市民への説明責任を果たすとともに、市民の意見を把握し、議会活動に反映さ

せるため、議会報告会を開催。平成23年度から29年度まで毎年実施していたが、

以後は市政の重要なテーマについて議会で審議が行われたときなどに、必要に応

じて議長が発議し開催することとした。 
 
＜参加者数＞ 
年度 26 27 28 29 

実績 200人 220人 70人 125人 

 

⑥ 市議会だよりによる広報 

市議会だよりは、本会議等での審議内容や市議会活動に関する情報を市民に提

供するため、市議会だよりを年４回、各定例会後に発行。 
 
⑦ 市議会中継 

市民に議会活動への関心を深めていただくため、定例会の一部をケーブルテレ

ビ及びインターネットで生中継。 

市議会中継を録画したDVDやビデオの視聴・貸出も実施。 

 

 
⑤市議会事務局 議事課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥市議会事務局 政策調査課 
 
 
 
⑦市議会事務局 総務課 
 
 
 
 

第４章 市長等 

（市長等の役割及び責務） 

第１３条 市長は、住民の信託にこたえるために、市を統轄し、これを

代表する者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政を運営す

る。 
２ 市長は、市民自治を実現するために、市政に関する市民の意思を的

確に把握し、市政運営に適切に反映させるよう努める。 
３ 市長等は、その権限及び責任を自覚して、公正かつ誠実に職務を執

行する。 
 

 
○市長は、地方自治法に定められた権限である市を統轄し、これを代

表する者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政を運営す

ることを規定。 
 
○市長は、市政の運営に当たって、市政に関する市民の意思を的確に

把握して、これを市政運営に適切に反映させる責務を有することを

規定。 

  

（職員の役割及び責務） 

第１４条 職員は、市民の視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行する。 
２ 職員は、職務の遂行に当たって、市民及びコミュニティが相互に連

携する機会を積極的に提供するよう努めるものとする。 
３ 職員は、絶えず自らを研さんすることにより、その職務に関する能

力の向上に努める。 

 
○職員は、市民の視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行すること

を規定。 
 
○市民やコミュニティ間の相互の連携を図る自治のコーディネーター

としての役割を重視し、こうした機会の提供に積極的に努めること

を、すべての職員の心構えとして規定。 
 
○職員は、絶えず自己研さんを図り、その職務に関する能力の向上に

努める責務を規定。 
 
 
 

 

① 北九州市人材育成基本方針の運用 

目指すべき職員像や職位ごとに求められる能力を設定し、職員一人ひとりに自

らの役割を理解させるとともに、研修所での研修や人事制度（異動、評価、昇任

等）、職場での育成（OJT）の意義を明確にし、研修部門、人事部門、そして各

職場が一体となって職員の育成に取り組んでいる。 
 
② 職員研修の実施 

人材育成基本方針が定める目指すべき職員像に向かって職員の能力開発等を

行うため、実効性のある研修を計画的・体系的に実施。 
 
【階層別研修】職員の採用からの年次や各職位への昇任に応じ、求められる知

識・技能の習得や能力開発を行う。 

 
①総務局 人事課 
 
 
 
 
 
②総務局 職員研修所 
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【スキルアップ研修】職員の能力・技能の向上、管理監督者の資質の向上等を

目指して、テーマごとに専門的な研修を実施。 
【その他】 

中央省庁・企業などへの派遣研修や、職場研修支援、自己啓発支援を実施。 
 

＜階層別・スキルアップ研修の修了者数＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 2,867人 2,160人 3,639人 2,984人 3,136人 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 市政運営 

第１節 市政運営の基本原則 

（計画的な行政運営） 

第１５条 市長等は、本市の基本構想その他行政分野全般に係る政策及

び事業に関する計画（以下この条において「基本構想等」という。）に

基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行う。 
２ 市長等は、各行政分野における基本的な計画を策定し、及び実施す

るに当たっては、基本構想等との整合性の確保を図るとともに、計画

相互間の体系的な整備に努める。 
３ 市長等は、基本構想等及び各行政分野における基本的な計画を策定

し、及び実施するに当たっては、計画の目標及び期間を明示するとと

もに、計画に係る進行の状況を適切に管理する。 
４ 市長等は、前項の計画を社会経済情勢の変化に対応したものとする

よう、常に検討を加えるものとする。 

 
 
 
○市長等は、基本構想及び基本計画等を策定し、総合的かつ計画的に

行政運営を行うことを規定。 
 
○市長等は、行政運営の一貫性を保つため、基本構想等計画との整合

性の確保を図るとともに、計画相互間の体系的な整備に努めること

を規定。 
 
○市長等は、基本構想等を策定する際には、計画の目標や期間を明示

するとともに、実施に当たっては、進行状況を適切に管理すること

を規定。 
 
○市長等は、行政運営が硬直したものとならないよう、基本構想等が、

社会経済情勢の変化に対応したものとするよう常に検討を加えるこ

とを規定。 
 

 
 
 
① 北九州市基本構想・基本計画『「元気発進！北九州」プラン』の策定 

 「人と文化を育み、世界につながる、環境と技術のまち」をまちづくりの目標

に掲げる北九州市基本構想・基本計画『「元気発進！北九州」プラン』を策定（平

成２０年１２月策定） 
※基本計画は平成２５年１２月変更 

 
② 行政分野別計画の策定 

・北九州市いきいき長寿プラン 
・第二次北九州市健康づくり推進プラン 
・元気発進！子どもプラン 
・北九州市環境基本計画 
・北九州市新成長戦略 
・北九州市都市計画マスタープラン 
・北九州市上下水道事業中期経営計画 
・北九州市子どもの未来をひらく教育プラン 
・北九州市男女共同参画基本計画      など 

 

③ 北九州市行財政改革大綱の策定 

「元気発進！北九州」プラン及び「北九州市新成長戦略」に掲げる施策を進め、

多様な行政需要等に対応していく必要があるため、「北九州市行財政改革調査会」

答申の趣旨等を踏まえ、平成２６年度以降の新たな行財政改革の大きな方向性と

して、平成２６年２月に「北九州市行財政改革大綱」を策定。 
Ⅰ 簡素で活力ある市役所の構築について 

  Ⅱ 外郭団体改革について 
  Ⅲ 官民の役割分担と持続的な仕事の見直しについて 
  Ⅳ 公共施設のマネジメントについて 
 また、大綱の具体的な取組については「北九州市行財政改革推進計画」を毎年

度策定。 
 

 
 
 
①企画調整局 企画課 
 
 
 
 
 
②関係各課 
保健福祉局 長寿社会対策課 
保健福祉局 健康推進課 
子ども家庭局 総務企画課 
環境局 総務課 
産業経済局 産業政策課 
建築都市局 都市計画課 
上下水道局 経営企画課 
教育委員会 企画調整課  

 総務局 男女共同参画推進課 
 
③総務局 行政経営課 
 

（法務） 

第１６条 市は、条例、規則その他の規程の制定改廃、法令の主体的な

解釈及び運用並びに法令の制定改廃に関する提言を積極的に行うとと

もに、訴訟に的確に対応する。 
２ 市は、条例及び規則で規定する事項の整理に関する基本的な方針を

定めるものとする。 

 
○市は、法的側面から行政運営を支えるため、条例、規則その他の規

程の制定改廃、法令の主体的な解釈や運用、法令の制定改廃に関す

る提言を積極的に行うことを規定。さらに、法務において、訴訟と

いう法的手段を的確に用いることも規定。 
 
○市は、条例において規定する事項と、市長の権限によって定める規

則において規定する事項についての基本的な方針を定めるものと規

定。 

 

① 条例及び規則で規定する事項の整理に関する基本的な方針の策定 

条例及び規則の制定改廃を行うに当たり、基準となる例規の内容の体系的

な整備を図ることを目的として策定。 
内容としては、条例として整理すべき事項及び規則として整理すべき事項

に大別した上で、①条例又は規則として制定義務のあるもの、②原則として

条例又は規則で制定するものをまとめており、条例等の改正の要否を判断す

る際の基準を提供。 
 
② 市の施策を実現するための条例の制定改廃 

市の施策を実現するため、条例の制定改廃を行った。 

 
①総務局 文書課 
 
 
 
 
 
 
 
②総務局 文書課 
 



 7 
 

＜条例の制定改廃件数＞ 

年度 26 27 28 29 30 

実績 62(14) 70(8) 53(9) 58(10) 62(5) 

 ※実績の括弧内は、新規制定件数で内数 

 ※主な新規制定条例 

  北九州市安全・安心条例（H26.7.1施行） 

  北九州市個人番号の利用に関する条例（H28.1.1施行） 

  北九州市空家等の適切な管理等に関する条例（H28.6.22施行） 

北九州市債権管理条例（H29.6.21施行） など 

 

＜権限移譲に伴う条例の制定改正件数＞ ※上表の内数 
年度 26 27 28 29 30 

実績 1 2 8 2 2 

※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」の制定に伴うもの。 
 

③ 訴訟等への対応 

市の行政運営を法的側面から支えるため、市に提起された訴訟に対処する

とともに、必要に応じて提訴を行っている。 
 
＜応訴件数／提訴件数＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 13／0 16／2 15／6 14／1 27／0 

※人事関係及び市営住宅明渡訴訟を除く件数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③総務局 文書課 
 
 

（財政運営） 

第１７条 市は、中長期的な展望に立って、財政の健全性の確保に努め

る。 
２ 市長は、予算、決算その他財政に関する事項について、市民に分か

りやすく公表するものとする。 
 

 
○市は、中長期的な展望に立って、財政の健全性の確保に努めること、

また、市長は、財政運営の透明性を確保するため、予算、決算など

の財政状況について、市民に分かりやすく公表することを規定。 
 

 

① 北九州市行財政改革大綱の策定＜再掲・第15条に同じ＞ 

 
②「わかりやすい北九州市の財政」の発行 

市民に財政状況をできるだけ分かりやすく説明し、財政運営を理解していただ

くとともに、本市の財政問題についてともに考えていただくことを目的として冊

子を作成。 
 冊子では、絵やグラフを多く活用するとともに、文章は可能な限り簡潔かつ平

易な表現を心掛けており、「わかりやすさ」という視点を特に重視。 
 なお、冊子は、区役所・出張所や市民センター、図書館等での配布のほか、市

ホームページでの公表も行っており、市の財政をより身近なものとして捉えてい

ただけるように努めている。 
 
③ 市政だより等を活用した予算・決算情報の提供 

毎年、市政だよりに、予算に関する特集を組み、予算の概要、特色、その年度

に重点的に取り組む主要事業を掲載。これに加え、平成２５年度からは、決算に

関する特集も新たに掲載を始め、市民が市の財政に関する情報に触れる機会の充

実を図っている。 
 なお、市政だよりへの掲載にあたっては、グラフや写真を可能な限り用いると

ともに、わかりにくい言葉には用語解説を加えるなど、わかりやすい紙面構成に

努めている。 
 
④ 予算編成過程の公開 

市民の予算編成への参画、また、市民参画を通して、予算を市民により身近な

ものとして捉えていただくことなどを目的として、予算編成過程の公開を平成

20年度予算編成から実施。 

 いただいた意見については、関係局へお伝えするとともに、予算編成の参考と

させていただいている。 

 
再掲 
 
②財政局 財政課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③財政局 財政課 
 
 
 
 
 
 
 
 
④財政局 財政課 
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（行政評価） 

第１８条 市長は、施策及び事業の成果及び達成度について評価を行い、

その結果を市民に分かりやすく公表するものとする。 
２ 市長は、前項の評価の結果を施策及び事業に適切に反映させるもの

とする。 

 
○市長は、実施した施策や事業がどの程度の成果を生み、目標をどの

程度達成したのかを検証し、評価するとともに、結果を市民に分か

りやすく公表することを規定。 
 
○評価によって得た結果を、施策や事業の見直しと新規立案に適切に

反映させることを規定。 
 

 

① 北九州市行政評価システムの運用 

市の基本構想・基本計画「元気発進！北九州」プランを着実に推進するため、

平成２２年度（平成２１年度実績）から行政評価を導入。 
 行政評価は、事業等を成果の視点などから検証、その結果に基づき事業内容等

を見直し、次年度の計画に反映させる「行政活動のマネジメントサイクル（ＰＤ

ＣＡサイクル）」によって進めている。 
 現在、「元気発進！北九州」プランを推進する約２００の主要施策と約５００

の事業を対象に評価を実施。 
 施策や事業の成果を分かりやすく説明し、行政の透明性を確保するため、「行

政評価の取組結果」を市議会に配付するとともに、市ホームページでも公表。 
 

 
①総務局 行政経営課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（付属機関の委員等の選任） 

第１９条 市長等は、付属機関の委員その他これに類する構成員（以下

この条において「委員等」という。）を選任するに当たっては、公募に

より選任された委員等が含まれるよう努めるとともに、委員等の年齢

及び性別の構成について適正を確保するよう配慮する。 
２ 市長等は、委員等の選任の手続を整備するとともに、選任における

選考の経過を記録するものとする。 

 
○審議会といった付属機関の委員等の選任に当たっては、公募の実施

に努めるとともに、幅広く意見を求めるため、委員等の年齢及び性

別の構成が適切なものとなるよう配慮することを規定。 
 
○委員等の選考過程の透明性を確保するため、選任の手続を整備し、

選考の経過を記録することを規定。 
 
 

 
① 付属機関及び市政運営上の会合の運営及び委員等の選任等に関する要綱の 

運用 

 

年度 26 27 28 29 30 

公募委員が 

いる会議数 

9会議 

（11.3％） 

10会議 

（14％） 

12会議 

（16％） 

13会議 

（15.6％） 

13会議 

（16.2％） 

 

② 付属機関及び市政運営上の会合への女性委員参画促進要綱の運用 

＜女性委員参画率＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 43.8％ 44.9％ 47.8％ 53.2％ 53.0％ 

 

 

 
①総務局 総務課 
 
 
 
 
 
 
②総務局 女性活躍推進課 
 
 
 

（苦情等へ対応するための仕組み） 

第２０条 市は、市民の権利利益を保護するため、市民が市から受けた

不利益な取扱いについての苦情、不服等の適切かつ簡易迅速な処理又

は解消を図るための仕組みの整備その他必要な施策を講ずるものとす

る。 

 
○市政運営上の行為により不利益を受けた市民の救済手段として、苦

情や不服等を適切かつ簡易迅速に処理、解消するための仕組みの整

備や必要な施策を講ずることを規定。 
 

 
① 市民のこえ (市政・区政提案、市長への手紙等) 

 本庁舎の広聴課、各区役所の総務企画課等に相談窓口を開設するとともに、市

のホームページに「市政・区政提案」「市長への手紙」「市政・区政相談」の専用

サイトを開設し、市民からの要望、提案、苦情、問い合わせ等に対応している。 

 

＜市民のこえ受付件数＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 1,061件 842件 853件 968件 1,094件 

 

② 保健福祉オンブズパーソン事業 

保健福祉サービスの利用者等の苦情を事務局で受け付け、苦情申立てがあった

ものについては、保健福祉オンブズパーソンが苦情申立人と直接面接し、その結

果によっては、必要な調査や報告を求めその是非を判断し意見書を作成する。ま

た、是正の必要があれば勧告することにより、苦情の解決を図る。 
 
＜苦情申立件数＞ 
年度 26 27 28 29 30 

実績 2件 0件 0件 4件 1件 
 

 
①広報室 広聴課 
 
 
 
 
 
 
 
 
②保健福祉局 総務課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（情報共有の仕組み） 

第２１条 市は、市が保有する文書、図画及び電磁的記録に係る情報の

適正かつ効率的な管理及び運用について、総合的かつ体系的な規程の

整備を図るものとする。 
２ 市は、市民の知る権利を尊重し、市政に関し市民に説明する責務を

果たすため、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の公

 
○市は、既存の様々な規程を含め、総合的な観点から、情報の管理及

び運用に関する規程の体系的な整備を図ることを規定。 
 
○市は、市が保有する情報を市民が知る権利を尊重し、市政に関し市

民に説明する責務（説明責任）を果たすため、北九州市情報公開条

 
① 北九州市情報公開条例の運用 

② 北九州市個人情報保護条例の運用 

③ 北九州市の保有する情報の提供及び公表に関する事務取扱要綱 

④ 市政だより 

⑤ 市政テレビ・ラジオ 

 
①～③ 

総務局 文書館 
 
④～⑦ 

広報室 広報課 
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開を推進する。 
３ 市は、個人の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところに

より、市が保有する個人情報を適正に取り扱う。 

例に基づき、市が保有する情報の公開を推進することを規定。 
 
○市は、個人の権利利益を保護するため、北九州市個人情報保護条例

に基づき、市が保有する個人情報を適正に取り扱うことを規定。 
 

⑥ 市ホームページ 

⑦ ソーシャルメディアを利用した情報発信 

⑧ パブリシティ活動  

 

 
 
⑧企画調整局 地方創生推進室  
 
 

第２節 市政への市民参画 

（市民参画の制度の整備） 

第２２条 市は、市政に市民の意見を適切に反映させるため、市民参画

の制度の体系的な整備を図るものとする。 

 
 
○市政運営においては、常に市民の意見や声に耳を傾け、市民の意思

から離反しないことが必要。 
 
○事業の内容や趣旨に応じて適切な手法を選択する必要があるため、

新たな仕組みの創設も含め、市民参画の制度の体系的に整備するこ

とを規定。 
 

 
① 市民のこえ(市政・区政提案、市長への手紙等) 

② 市長と気軽にトークタイム 

③ 出前講演  

④ 出前トーク  

⑤ 市民意識調査 

⑥ 市政モニター調査 

⑦ 区長懇話懇談会  

⑧ タウンミーティング  

 

 
①～⑦ 

広報室 広聴課 
 
 
 
 
 
⑧ 広報室 広聴課 
 

（パブリックコメント手続） 

第２３条 市長等は、市政上の基本的かつ重要な事項を定める計画又は

条例を策定する過程において市民の意見を反映させるため、当該計画

又は条例の案について市民の意見を公募する手続を実施する。 

 
○市政上の基本的かつ重要な事項を定める計画や条例を策定する際

に、その案の段階で市民意見を公募し、それを参考にしながら最終

決定を行うパブリックコメント手続について規定。 
 
 

 
① 基本的な計画等に対する市民意見の提出手続き（パブリックコメント制度） 

 

 
①広報室 広聴課 
 

（市民の意見及び提案） 

第２４条 市は、前条に規定する手続のほか、市民が市政について広く

意見を提出し、及び提案するための多様な機会を確保するものとする。 
２ 市は、前項の機会に収集した市民の意見及び提案に係る情報を内部

で適切に共有し、その活用に努めるものとする。 

 
○市政全般について広く市民に意見や提案を求めるため、「市長への手

紙」や「市民のこえ」など様々な広聴制度も含め、市民が日常的に

市政に意見や提案できる多様な機会を確保することを規定。 
 
○市は、市民の意見や提案を、関係部署で共有化し、市政運営に活用

することを規定。 
 

 
＜第２２条・第２３条に同じ＞ 

 

 

＜第２２条・第２３条に同じ＞ 

 

（住民投票） 

第２５条 市は、市政に関し、特に重要な事項について、住民（法人を

除く。）の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例で定めるとこ

ろにより、住民投票を実施することができる。 
２ 市長は、住民投票を実施するに当たっては、投票の結果の取扱いに

ついて、あらかじめ見解を述べるものとする。 

 
○我が国の地方自治制度は、議会と首長を二元代表とする間接民主制

であり、これを補完するものとして、市政全体にかかわる特に重要

な事項について投票により住民の意思を直接確認する住民投票につ

いて規定。常設型ではなく、住民投票が必要と考えられる事案が発

生した場合に、別の条例で定めると規定。 
 
○投票結果の取扱いについて、住民の判断の材料に供するため、市長

は予め見解を述べると規定。 
 

 
＜実績なし＞ 

 

第６章 コミュニティ 

（コミュニティの活動のあり方） 

第２６条 市民は、様々なコミュニティの活動に自由に参加することが

できる。 
２ 市民は、コミュニティの活動への参加を通じて、市民が共生する地

域社会の維持及び形成に努めるものとする。 
３ コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることに

より、その活動について市民の理解及び共感を得られるよう努めるも

のとする。 
４ コミュニティは、他のコミュニティの自主性を尊重しながら、コミ

ュニティ相互間の連携の推進に努めるものとする。 

 
 
○市民は自らの意思に基づいて自由にコミュニティの活動に参加でき

ることを確認的に規定。 
 
○市民は、コミュニティ活動への参加を通じて、良好な地域社会の維

持形成に努めることを規定。地域が協力し、地域とのつながりを深

めるで、防災や生活安全、ごみの問題など、地域の様々な課題を解

決するなどの役割を果たすことを期待。 
 
○多くの市民がコミュニティ活動に自発的かつ積極的にかかわるよう

にするためには、コミュニティの活動の実態が市民に分かりやすく、

運営の透明性が確保されている必要がある。そこで、コミュニティ

 
① 区コミュニティ支援課の設置 

② 自治会・町内会活性化の促進 

③ 地域総括補助金 

④ 住民主体の地域づくりの促進 

⑤ 地域カルテづくり事業 

⑥ 市民センターの充実 

⑦ まちづくりステップアップ事業 

⑧ 協働のあり方に関する基本指針の策定 

⑨ ＮＰＯ・市民活動促進事業 

⑩「ＮＰＯとの協働によるまちづくり」人材育成事業 

 
①市民文化スポーツ局 総務区政課 
 
②～⑥ 
市民文化スポーツ局 地域振興課 

 
 
⑦～⑫ 
市民文化スポーツ局 

市民活動推進課 
 

「コミュニティ」 
の主要な取組については、 

第3 回にご審議いただきます。 

「情報共有」「市⺠参画」 
の主要な取組については、 

第２回にご審議いただきます。 
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が、その活動内容や運営状況を明らかにすることにより、コミュニ

ティが果たしている役割やその活動について市民の理解と共感を得

るよう努めることを規定。 
 
○地域を取り巻く課題が複雑化、多様化する中で、この解決を図るた

めには、様々なコミュニティが連携することが重要であり、コミュ

ニティ同士が、連携に努めることを規定。 
 

⑪ ＮＰＯ公益活動支援事業 

⑫ 多様な主体による市民活動の輪づくり事業 

⑬ 生活支援体制整備事業 

⑭ 生涯学習活動促進事業 

⑮ 市民防災会（自治会）の自主防災活動 

 
 
⑬保健福祉局 地域福祉推進課 
⑭市民文化スポーツ局生涯学習課 
⑮消防局 消防団・市民防災課 
 

（コミュニティへの支援等） 

第２７条 市は、コミュニティの自律性及び自立性に配慮しながら、コ

ミュニティの活動がその活動する地域の特性に応じて効果的に行われ

るよう、コミュニティに対し積極的に支援するものとする。 
２ 前項に規定する支援は、区役所の組織及び機能を最大限に活用する

ことにより行うものとする。 
３ 区長は、コミュニティが相互に連携しながらその活動が円滑に行え

るよう、コミュニティに対し必要な支援に努めるものとする。 

 
○市は、コミュニティの自律性と自立性に配慮しながら、コミュニテ

ィ活動がそれぞれの地域特性に応じて効果的に行われるよう積極的

に支援することを規定。 
 
○コミュニティにとってより身近な存在である区役所の役割を重視

し、コミュニティへの支援に当たって、区役所の組織や機能を最大

限に活用することを規定。 
 
○区長の果たすべき役割を重視し、コミュニティが相互に連携しなが

ら、活動が円滑に行われるよう、区長が、コミュニティに対し必要

な支援に努めることを規定。 
 

第７章 国、他の地方公共団体等との関係 

第２８条 市は、国及び福岡県と対等な立場で共通の目的である市民福

祉の増進に向かって相互に協力するとともに、国及び福岡県に対して

政策又は制度に関する意見の提出及び提案を積極的に行うものとす

る。 
２ 市は、他の地方公共団体と共通する課題について、当該地方公共団

体と相互に連携及び協力をし、その解決に努めるものとする。 
３ 市は、本市の国際社会における役割を果たすため、アジア地域その

他の地域の外国の政府、外国の地方公共団体等との交流、連携及び協

力に努めるものとする。 
 

 
○市は、国及び福岡県と対等な立場で相互に協力するとともに、積極

的に政策や制度に関する意見の提出等を行うことを規定。 
 
○行政課題の広域化や複雑化に伴い、共通する課題を持つ他の地方公

共団体と連携、協力して課題の解決に努めることを規定。 
 
○グローバル化時代において、国際的な視点から本市の役割を果たす

ため、海外の政府や地方公共団体等との交流等に努めることを規定。 
 

 
① 国・県への提案活動 

市の重点施策を推進していく上で、国及び県の支援・措置を必要とする事項に

ついて、国及び県に対し毎年提案活動を実施。 
 
② 市長会の活動 

全国市長会や指定都市市長会として、政府等に対して要望活動や意見の発出な

どを行っている。 
 
③ 国内外の都市との交流、連携及び協力 

・連携中枢都市圏「北九州都市圏域」、福北連携、関門連携、南九州市や釜石

市との連携 
・米国タコマ市、ノーフォーク市、中国・大連市、韓国・仁川広域市、ベトナ

ム・ハイフォン市、カンボジア・プノンペン都（姉妹・友好都市） 
・アジア低炭素化センターを中心に、環境分野の国際技術協力や環境国際ビジ

ネスを通じた市内企業が有する優れた環境技術の海外展開の支援 
・アジアを中心とした国や地域（カンボジア、ベトナム・ハイフォン市、中国・

大連市、インドネシアなど）への上下水道分野の国際技術協力や海外水ビジ

ネス 
 

 
①企画調整局 政策調整課 
 
 
 
②企画調整局  企画課 
 
 
 
③関係各課 
企画調整局 政策調整課 
 
企画調整局 国際政策課 
企画調整局 アジア交流課 
環境局 環境国際戦略課 

 
上下水道局 海外事業課 

 
 

第８章 条例の見直し 

第２９条 市は、市政がこの条例の趣旨に沿って運営されているかどう

かを評価し、この条例について必要な見直しを検討するための機関を

設置する。 
２ 市は、この条例の施行の日から５年を超えない期間ごとに、前項の

検討の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 
○条例の実効性を確保するため、条例に基づく市政の運営状況を調査

し、評価するとともに、この条例について必要な見直しを検討する

機関を置くことを規定。 
 
○社会情勢や市政運営、市民意識の変化に対応して、その内容を適宜

見直していくため、施行の日から５年を超えない期間ごとにこの条

例を見直し、必要な措置を講じることを規定。 
 

 
①「北九州市自治基本条例に基づく市政運営の評価検討委員会」での審議 

 
①総務局 総務課 

 


